
竹田市住宅耐震化総合支援事業の手続きの流れ ～診断編～

※対象となる住宅

○昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの

○木造の住宅、長屋、共同住宅（店舗等の用途を兼ねる場合は当該床面積が延床面積の１／２未満）

○地上階数が３階以下であること

申請者 事務所協会竹田市

事業説明 事前相談

診断の見積依頼

申請受付

内容を審査

補助金交付

決定通知を送付

事業完了

診断士

見積作成

耐震アドバイザー

交付申請書

（様式１号）

添付書類

交付決定受理

診断依頼 診断開始

診断表作成
診断表

受理

完了報告書

（様式６号）

補助金交付

確定通知を受理

交付請求書

（様式８号）

補助金交付

確定通知を送付

完了報告受付

書類審査

補助金代理受領

交付請求書受付

補助金の交付

交付決定通知を受

取った後に契約し

ます

補助金の額（上限）

□平屋建て住宅で床面積が１００㎡未満であるもの（平面形状に凹凸がない場合に限る）   ９６，０００円

□床面積の合計が１００㎡未満である場合で、上記以外のもの              １１５，０００円

□床面積の合計が１００㎡以上であるもので、建築当時の図面がある場合         １２１，０００円

□床面積の合計が１００㎡以上であるもので、建築当時の図面がない場合         １４０，０００円

※家の形状が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、別途費用がかかる場合もあります

申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、

診断士等へ代金の振り込みを直接行う、「代

理受領」となっています。

申請者の方の一時的な費用負担軽減のため、

診断士等へ代金の振り込みを直接行う、「代

理受領」となっています。


